
 京都市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２５年６月２８日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 水田 雅博   

京都市上下水道局管理規程第３号 

   京都市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局職員給与規程の一部を次のように改正する。 

 附則第 6項各号列記以外の部分中「平成２１年１２月１日から平成２４年３月３１ 

日まで」を「平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日まで」に，「９級」を「８ 

級」に，「８級」を「７級」に改める。 

   附 則 

 この規程は，平成２５年７月１日から施行する。 

（上下水道局総務部職員課） 

 


